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平成１４年度の講習会参加について（お願い）

本会の建設技術講習会及び実地研修会については、お蔭をもちまして毎回多数の参

加者をいただいており、厚く御礼を申し上げます。

さて、今日、私たちを取り巻く社会環境が大きく変貌する中で、公共事業の効果や

効率性、事業の進め方、整備水準や質的向上、技術開発、社会資本ストックの活用な

ど、多くの重要な課題をかかえております。

これらに対処するためには、職員の一層の技術力向上が求められます。例えば、平

「 」成１３年４月から適用された 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

においても 「国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれの職員に対し、公共工、

事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の

施工技術に関する知識を習得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない」とされており 「職員研修」は一層重要であると考えてお、

ります。

本会では、このような認識にたち、平成１４年度の建設技術講習会・実地研修会及

び海外研修計画について、別紙のとおり決定し、実施することとなりました。

以上の趣旨を御理解のうえ、研修の場として活用され、多数派遣されますよう特段

の御配慮をお願い申し上げます。

また、貴管下の市町村も含め本会講習会に参加できない職員の方々に対して、例え

ば、参加の職員から講習内容を伝達するような場を設けるなど、多くの職員の技術力

向上のための取り組みについて御配慮いただければ幸いであります。

なお、本会講習会の参加にご理解をいただくため、貴機関管理者あて会長名の文書

、 。を同封しましたので 貴職からご説明をいただきますよう宜しくお願い申し上げます


